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町
長
室
か
ら

　
織
笠
川
水
門
工
事
が
始
ま
っ

た
こ
と
か
ら
安
全
を
考
慮
し
て

２
年
間
休
止
し
て
い
た
「
ア
サ

リ
ま
つ
り
」
が
５
月
　
日
、
織

２４

笠
川
河
口
で
開
催
さ
れ
大
勢
の

お
客
さ
ま
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

休
止
し
て
い
た
間
、
多
く
の
皆

さ
ま
か
ら
問
い
合
わ
せ
や
再
開

の
強
い
要
望
が
続
い
た
こ
と
か

ら
、
今
回
の
再
開
と
な
っ
た
も

の
で
す
▼
当
日
は
天
気
に
も
恵

ま
れ
、
待
ち
か
ね
た
人
た
ち
が

開
始
時
間
前
に
長
蛇
の
列
を
作

り
ま
し
た
。
お
子
さ
ま
連
れ
は

収
穫
は
二
の
次
ま
ず
は
遊
び
感

覚
で
の
ス
タ
イ
ル
が
多
い
一
方

で
、
１
時
間
も
た
た
な
い
う
ち

に
制
限
量
い
っ
ぱ
い
の
成
果
を

上
げ
る
ベ
テ
ラ
ン
組
も
お
り
、

午
前
中
浜
は
に
ぎ
わ
い
ま
し
た

▼
お
客
さ
ま
の
中
に
、
前
の
大

浦
小
学
校
校
長
先
生
の
お
顔
が

あ
り
ま
し
た
。
内
陸
部
に
転
勤

に
な
っ
た
方
で
す
が
、
山
田
町

の
こ
と
が
懐
か
し
く
参
加
さ
れ

た
と
思
い
ま
す
。
カ
キ
ま
つ
り

に
続
く
盛
況
で
、
山
田
町
の
イ

ベ
ン
ト
を
多
く
の
皆
さ
ま
が

待
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う

こ
と
を
実
感
し
た
１
日
で
し
た
。

　
　
山
田
町
長
　
沼
崎
　
喜
一

不服
申し
立て

決　　　　定
請求
件数
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－－２１１１３計

◆平成２０年度の公開請求の状況

町の情報公開制度児童手当の現況届

　町では、児童手当の現況届けを受け付けています。

現在児童手当を受給している方は、町から６月中旬

までに送付される現況届用紙に必要事項を記入し、

必要書類を添えて６月３０日までに町住民生活課か役

場各支所に提出もしくは郵送してください。

　現況届けが提出されないと、６月分以降の手当が

支給されなくなりますので、ご注意ください。まだ

申請していない方や前年に所得制限のため手当が受

けられなかった方は、新たに「児童手当認定請求書」

の提出が必要となります。

◆現況届けに必要な書類

・厚生年金加入者…「健康保険被保険者証」の写し

・本年１月２日以降に本町に転入した方…前住所地

で発行された「平成２１年度の児童手当用所得証明

書」

◆問い合わせ　町住民生活課住民記録担当（察８２－

３１１１内線１２２）へどうぞ。

６ 月 30日 までに届け出を 　
情
報
公
開
制
度
は
、
皆

さ
ん
が
町
の
行
政
文
書
を

実
際
に
見
た
り
、
そ
の
写

し
を
求
め
た
り
す
る
権
利

を
保
障
す
る
制
度
で
す
。

行
政
文
書
の
開
示
（
閲
覧
、

写
し
の
交
付
な
ど
）
を
希

望
す
る
方
は
、
町
総
務
課

で
請
求
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
法

律
で
開
示
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
る
文
書
や
個
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す

る
恐
れ
の
あ
る
も
の
な
ど

は
、
開
示
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
同
制
度
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
町
総
務

課
文
書
担
当
（
察
　－

３
１
１
１
内

８２

線
４
１
４
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
料
に
つ
い
て
、
軽

減
措
置
の
内
容
を
一
部
見

直
し
ま
し
た
。
本
年
度
は
、

従
来
の
制
度
（
均
等
割
の

７
割
・
５
割
・
２
割
軽
減
）

に
加
え
、
下
表
の
と
お
り

軽
減
措
置
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
軽
減
措
置

ご存じで
すか

軽減内容軽減の対象になる人

均等割額が8.5割
軽減になります

①「世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者」全員と
「その世帯の世帯主」の所得の合計が３３万円以下の人

均等割が９割
軽減になります

②①に該当する世帯内で、「後期高齢者医療制度の被保
険者」全員の所得が、年金収入８０万円以下で年金以外
の所得が０円の人

均等割が９割
軽減になります

③後期高齢者医療制度に加入する直前は被用者保険（社
会保険や健康保険組合など）の被扶養者であった人

所得割が５割
軽減になります

④所得が年金だけで、年金収入が１５３万円以上２１１万円
以下の人（年金のほかに給与収入があっても、給与所得
控除後の金額が９１万円以下であれば該当になります）

を
受
け
る
た
め
に
あ
ら
た
め
て
手
続

き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

後期高齢者医療制度

◆本年度の保険料軽減措置の内容

保険料の軽減措置の
内容を見直しました

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に

は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
る
特
別
徴
収
と
、
納
付

書
や
口
座
振
替
で
納
め
る

普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
る
方
で
も
、　

月
以
降

１０

の
保
険
料
に
つ
い
て
は
口

座
振
替
で
納
付
す
る
方
法

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
変
更
を
希
望
す
る
方
は
町
住

民
生
活
課
（
３
番
窓
口
）
で
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
持
参
す
る
物
　
振
替
口
座
の
預
金

通
帳
と
そ
の
届
け
出
印
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

▽
申
請
期
限
　
６
月
　
日
（
火
）

３０

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
　
町
住
民

生
活
課
医
療
給
付
担
当
（
察
　－８２

３
１
１
１
内
線
１
２
４
）
へ
。

保
険
料
の
納
め
方
を
変
更
で
き
ま
す


